
鳥取大学ヨット部規約 

第一項  総則 

第一条 本部は、鳥取大学ヨット部と称する。 

第二条 本部は、ヨットに関する知識と技術を身につけ、部員相互の親睦なら

びに人格の陶に努め、将来の良き社会人となることを目的とする。 

第三条 本部員は、鳥取大学に在学するものとする。 

第二項  事業 

第四条 本部は、上記の目的を達成する為に次の活動を行なう。 

1、 ヨットの操縦技術・海路標識・手旗・モールス信号・レース規定・

結索・整備技術などの取得の為の活動 

2、 部試発行 

3、 合宿・遠征 

4、 その他本部の目的達成に必要な事業 

第三項  役員 

第五条 本部は次の役員を置く。（但し、役員の兼任を認める） 

１、 部長 一名（教授又はそれに準ずる者） 

２、 顧問 若干名 

３、 主将 一名、副将 一名 

４、 渉外 （内渉 一名、外渉 一名、会計 一名） 

５、 整備長 470・スナイプ級各一名 

６、 書記 一名 

７、 470・スナイプ級マスター 各一名 

８、 トレーナー 一名 

９、 救助艇マスター 一名 

１０、OB 係 一名 

１１、監督 一名 

第六条 役員は次の通り選出する。 

1、 新主将は、前主将の推薦と立候補によって被選挙人になり下記方法

によって決定する。 

2、 その決定は部員の過半数の信任を得ることを必要とする。 

ⅰ）三人以上の場合は、最高得票者と次点得票者による決選投票により、

過半数の信任を得たものとする。 

ⅱ）同票の場合は、前主将の決定による。白紙投票をしてはならない。 

3、 主将の資格は、本部に満二期以上在部のものとする。但し、副将は

満一期以上のものとする。 



4、 副将、渉外は新主将の指名により決定する。（兼任は認める） 

5、 470・スナイプ級各マスターは満二期以上在部、470・スナイプ級

整備長、トレーナーは満一期以上のものが該当し、各々の前任者の

指名により決定する。 

6、 書記は前任者の指名により決定する 

7、 監督は部長の推薦により、部会で部員の三分の二の承認を受けたも

のとする。 

第七条 役員の任務は次の通りとする。 

１、 部長は、本部を代表する。 

２、 顧問は、本部に対して助言・援助を行なう。 

３、 主将は、部務を総括し、副将はそれを補佐する。 

４、 渉外は、渉外・宣伝・企画・その他本部の運営を円滑にする業務を

行なう。 

５、 各整備長は、ヨットを常に最良の状態に保つべく、点検を行い備品

及び艇庫を管理する。 

６、 会計は、本部の会計業務を行なう。 

７、 書記は、部会・運営会議・その他の会議における書記業務を行なう。 

８、 各マスターは、ヨットの操縦法・海路標識・手旗・モールス信号・

結索などを部員に教える。 

９、 トレーナーは、部員の体力向上と健康管理の業務を行なう。 

１０、救助艇マスターは、救助艇を常に最良の状態に保つべく点検を行

い、管理する。 

１１、監督は、技術指導・助言を主な任務とする。 

第八条 全ての役員は、正当な理由なしにこれを辞任することは出来ない。そ

の決定は部会をもって行なう。 

第九条 部会は、役員を不適当と認めた場合、部員の過半数を持って解任する。 

第十条 役員（会計を除く）の任期は、インカレ終了後から次年度インカレま

でとする。但し、補充された役員の任期は前任者の在任期間とする。

なお、再任は原則として認めない。会計の任期は 9 月 1 日から翌年

の 8 月 31 日までとする。 

第十一条 本部には、部会・運営委員会及び各種専門委員会を置く。 

第十二条 部会は全部韻をもって構成される最高議決機関であり、次の事項

について審議決定する。 

１、 第四条に定められた活動の実施計画の承認 

２、 予算及び決算の承認 

３、 部規約に違反した部員に関する事項 



４、 その他、本部の目的を達成する為に必要な項 

 第十三条 部会は、必要な場合に主将が召集する。 

 第十四条 部会は、原則として部員総数の過半数の出席によって成立し、出 

     席者の過半数をもって議決する。但し、選挙の場合はこの限りではな

い。 

 第十五条 部会に出席できない場合は、部員は必ず主将に届け出るものとす

る。 

 

◎ 委員会（○印は会の中心者） 

１、 練習計画…○主将、副将、470・スナイプマスター 

２、 遠征計画…主将、副将、470・スナイプマスター、会計、○外渉、学連 

３、 合宿計画…主将、○副将、470・スナイプマスター、内渉 

４、 修理計画…○470・スナイプマスター、艇庫管理、会計 

５、 救助艇故障…主将、副将、内渉、○救助艇マスター 

６、 本部へ要請…主将、副将、470・スナイプマスター、内渉、会計、（○要

望者） 

７、 艤装品購入…470・スナイプマスター、会計、（○要望者） 

８、 部試発行…副将、会計、OB 係、（○編集委員） 

 

＊その他必要が生じれば委員会を開く。全ての購入・出金は会計と相談の後、行

なうこと。 


